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＼ｃｈｅｃｋ！／ 

要件に該当するか、まずはセルフチェック！

＼さらにｃｈｅｃｋ！／ 

＋100万円

移住（転入）後１年以内に、移住先の各市町村担当課へ申請してください。 

Q２ 支給対象となる「テレワーク」の要件を教えてください 
➀所属先からの命令ではなく、本人の意思による移住であること 
➁移住先で生活しながら、移住前の仕事を引き続き行うこと 
➂テレワークにより勤務し（原則として恒常的に通勤しない）かつ週20時間以上テレワークを実施する  
 こと等が要件です。 

Q３ 支給対象となる「関係人口」の要件を教えてください 
市町村や地域の人々との関わりを有する方（関係人口）のうち、移住先の市町村が個別に定める 
要件に該当する方が対象となります。具体的な要件は市町村にお問い合わせください。 

Q１ 申請のタイミングを教えてください 
Ａ 

Ａ 

Ａ 

Q４ 「いわて若者U・Iターン支援金」と重複受給はできますか？ 
できません。 Ａ 

以下に該当する場合、支給された額の全額または半額を返還しなければなりません

よくあるご質問 Q&A

※市町村によっては、移住後や就業後（支給の要件となる）から申請できるまで3カ月の期間を定めているところがあります 

Q 5 岩手県のすべての市町村が実施してますか？ 
県内32市町村で実施しています。詳細は岩手県ホームページ（表面二次元コード）をご確認ください。 Ａ 


